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　現在、厚生労働省は、平成２０年９月１０日付の「障害者自立支援法等の見直しについて（意見募集）」を公示し、意見を求めている。

　私ども、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（略称：障全協）は、結成以来、４つの権利【生きる権利・学ぶ権利・働く権利・政治参加の権利】の旗を高く掲げながら、「権利」としての施策の拡充を４０年以上も訴え続け､その先頭に立って運動をすすめてきた。

　その立場から、「障害者自立支援法」の実施にあたっては、決して障害者の暮らしを守る制度とはならないとして、その成立以前から継続して、制度の抜本的改正を求めてきた。また、関係団体との共同のとりくみも重視してきた。

またこの間、「「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（案）」に関するコメント」（２００８年２月２８日）、「障害者自立支援法関連要望書」（２００８年４月１４日・６月１８日）を提出し、その抜本的改善への要望を行なってきた。

　こうした経緯を踏まえ、今般の意見募集に当たって、改めて、障害者・家族、支援者、事業者の深刻な実態を基本として、以下の内容について、抜本的改善を求めるものである。
【基本要望事項】

· 国連障害者権利条約の批准に向けて、現行障害者福祉施策の再検討を行うとともに、その精神に基づいて、基本的な「障害者観」を変更し、かつインクルーシブな社会生活の保障のための施策の整備を進めるべきである。

· 利用料軽減措置の実効性を早急に検証し、福祉サービスの利用抑制が引き起こされないよう、基本的な「応益負担制度」の見直しも含めた制度変更について検討を行うこと。とりわけ、障害児のサービス利用については、利用契約制度適用の是非も含め、総合的見地から見直しを進めること。また、負担制度の検討にあたっては、扶養義務（配偶者や障害児の親の所得に対する負担）を完全撤廃し、すべての障害児・者を個人として扱うこと。
○　「障害程度区分認定の見直し」にあたって、早急に見直しのための試行事業の内容を明らかにすると共に、各障害間の格差をうめ、適切な支援がおこなえるような支給決定が行なえるよう、区分認定を抜本的に見直し、ケアマネージメント手法等を活用し、かつ当事者のニーズに適切に対応できる仕組みの構築を行なうこと。

· 制度利用の対象者については、現行の手帳保持規定を廃止し、発達障害等も含めＩＣＦ

の導入によって、障害間の格差を是正し、総合的な支援が行えるよう見直しを図ること。

· 「相談支援の充実」については、ケアマネージメントとネットワーク形成、公民の役割分担等を含めた、総合的で専門的な支援体系の再構築を図るとともに、その業務内容に対応できる適切な人的配置を可能とすること。同時に「セルプヘルプ」等を積極的に位置づけ、当事者主権の相談体制を確立すること。

· 「地域自立支援協議会」については、その位置づけ、具体的機能や責任の所在、権限等を明確にすると共に、地域での障害者自立支援が真に円滑にすすむための体制の整備を早急に行なうこと。自立支援協議会等を中心とした、地域での医療・福祉等の包括支援ネットワーク（たとえば、精神関係ではＡＣＴ等）の構築のための事業への支援を行うこと。
· 「サービス体系のあり方」については、実際の支援の実態に合わせて、重度障害者の事業体系（デイアクティビティセンター）、地域居住系サービス支援の体系等を含め、抜本的な利用体系の再検討を行うこと。また、小規模作業所については、その地域性や支援の柔軟性を認め、新たな事業体系として位置づけ、安定した運営となるような事業補助制度を創設すること。加えて、障害児のサービス体系については、利用契約制度からはずし、適切な利用体系を検討すること。また、緊急時やセーフティネットの確立のため、地域拠点施設（たとえば、地域密着型入所施設、精神関係では精神科救急医療情報センター等）の位置づけを明確にして、その整備を図ること。
· 「地域生活支援事業」については、地域間格差の是正の方向性を明確にすると共に、移動支援、デイサービス事業等の全国一律的サービスを実施できるよう、「個別給付」への位置づけ変更を行なうこと。また、地域特有のサービス提供の柔軟性を確保し、交付金等の実態に合った円滑な運用が行なえるように見直しを行なうこと。また、通院等介助におけるヘルパー利用に関って、支給基準の見直しを行ない、支援の必要な人に、くまなくサービスが提供できるよう改善を行なうこと。さらに、移動支援の内容を充実し、実態や必要性に合わせて、通園・通学・職場訪問等への適用を可能とすると共に、泊を伴う支援も対象とすること。
○　「就労支援」のあり方については、保護雇用制度（労働能力に応じた賃金保障制度の創設等）を導入した労働施設体系の検討を行うこと。また、こうした施策の創設によって、安易な最低賃金制度適用除外等の対象をさらに制限すること。同時に、人権擁護・虐待防止法等の整備を緊急に行なうこと。

○　「所得保障のあり方」については、就労による賃金を年金の補填とせず、障害ゆえの暮らしの困難さに着目した、基本的な生活保障を実現できる年金制度に改訂すること。

【当面する緊急措置】

· 障害者自立支援法の抜本的見直しが行なわれるまでの間、この間の各種激変緩和措置を継続すると共に、入所施設等暮らしの場における自己負担も含めた更なる負担軽減措置を講じること。

· 福祉サービス・補装具・自立支援医療・地域生活支援事業関連も含め「制度利用に関する総合負担上限」制度を早急に創設し、全般的な負担増をさらに軽減すること。また、負担軽減策を使う場合の収入認定調査（預貯金や不動産など）を廃止すること。
· 障害児施設と保育所等の利用を行なう多子家庭における「第二子減免制度」の適用について、第二子以降が、障害児施設を利用する場合、兄姉が保育所を利用にも、世帯の負担の立場から保育料等の減免措置を拡大すること。

【報酬改定についての意見】

· 福祉サービス等に係る報酬・基準改定の必要性の背景

· 福祉サービスの実際の活用が困難となる事態が発生している。

現行法制下、福祉サービス利用者にとって、障害ゆえに必要なサービスの提供を受けるにあたって、三つの大きな壁がある。

　それは、第一に、利用料負担・自己負担の仕組みの導入による負担感の増大。第二に、不適切なサービス支給決定の仕組みとなる「障害程度区分認定」方式（障害の特性の反映しにくい認定方式及び、区分によるサービス利用の抑制）。第三に、かりに、支給決定を受けても、実際の事業者がなく、サービスを利用できない実態がある。

　この「サービスを利用できない。」実態には、①事業者の地域偏在があり、特定の地域で使えない。②重度障害者包括支援・重度訪問介護・行動援護等は、事業ハードルが高く、かつ専門的な支援が必要なため、事業者が実際のヘルパーの配置を行なうことが困難で、対応してもらえる事業所が極端に少なくなっていること。③通院等介助についても、身体介護有り、無しでの報酬格差もあり、身体介護なしの障害者の場合、利用が忌避される状況が生み出されていること。④移動支援やコミュニケーション支援等は、市町村格差が大きい上に、報酬単価の低さから、事業所が撤退あるいは、支援者が集まりにくい状況が生じていること。⑤各種デイサービス、介護給付・訓練等給付の各事業所での収入減により職員の非常勤化や流動化がすすみ、支援の質の低下が懸念されること。⑥総じて、福祉職員の労働条件や賃金の悪化から、「福祉に人が来ない。」という事態が表面化し、利用者への大きな不安が増大していること。等の現状がある。

· こうした現状を打開するための改善策の前提

· 前提となる、「利用料等の負担の撤廃」と「利用者の支援の必要度に応じた支給決定方式の改善」

　　　こうした、状況を改善していくためには、抜本的な報酬等の単価や基準の見直しが必要となるが、その前提として、こうした改善が、結局利用者の負担につながっていくことになれば、「サービスを利用できない。」実態は改善されない。特に負担問題では、単に利用料のみでなく自己負担制度のあり方も含めて改善が求められる。現状で例えば、グループホーム等を利用する障害者は、現行年金と軽減措置で暮らしていくことは極めて困難。加えてのこの間の「諸物価高騰」は、こうした暮らしにくさに拍車をかける結果となっている。実際、年金だけでの生活を想定すれば、「生活保護」の運用を行なわざるを得ない実態を早急に改善すべき。

【緊急要望１】利用料負担を廃止すること。加えて地域での生活を保障するために家賃補助制度を創設すること。

　　　また、現行の障害程度区分認定において、区分によるサービス利用の制限や、通院等介助における基準化が、実際のサービス利用を困難としている実態に鑑み、「必要度に応じた支給決定」の方式への転換を急ぐこと。

【緊急要望２】障害程度区分認定を抜本的に見直し、必要度に応じた支給決定の仕組みを再構築すること。

· 事業所で適切なサービスの提供が可能となる適切な報酬単価の見直しを行なうこと

　　　　　各事業所における、適切なサービスの提供を行なえるようにするためには、まず、「安定的で質の高い職員を確保できる条件」をつくりだして行く事が最大の課題です。そのためには、職員の身分保障を含めた労働条件の改善とともに、事業所運営の安定化を図る上で、報酬・諸基準の見直しが早急に求められる。

【緊急要望３】障害者施設等の報酬基準について以下のような配慮を行なうこと。

　　　　①「日払い方式」から「月払い方式」に変更すること。

　　　　②質の高い人材を安定的に確保できる報酬単価の見直しや各種加算制度を創設すること。

　　　　③常勤換算方法等の基準を改め、正勤職員の配置基準を明確にし、その配置にあわせた報酬の見直しを行なうこと。

④全体的事務量の軽減を図るとともに、事務職配置を基準化すること。

　　　　⑤小規模作業所への報酬上の配慮と安定的な運営を行なえるよう職員配置（複数職員配置・事務職等）の見直しを行なうこと。

　　　　⑥経過措置となっている各種加算（食事提供加算等）の恒久化を図ること。

【緊急要望４】グループホーム・ケアホーム等の暮らしの場の報酬について以下のような配慮を行なうこと。

1 グループホーム等の事業については、その事業だけでも運営が成り立つ報酬体系の見直しを図ること。

2 ケアホームについては、夜間見守り・支援を必要とする場合、夜間勤務者が確保できるように報酬の改定を行なうこと。なお、夜間勤務については、最高、週２日以内に収まるような勤務体制を引ける職員体制を保障できる内容とすること。

3 福祉職給与票の策定など、基本的な福祉職給与の明確な基準化を図り、身分保障の向上に努めること。

4 加えて以下の加算等の充実・創設を図ること。

・「重度障害者支援体制強化事業」の存続・発展

・「緊急時特別勤務加算」制度の創設（夜間時複数配置などの事態の発生した場合の加算措置）

5 生活の場にそぐわない報酬の「日額払い」の仕組みを改め、安定した体制を確保し、支援の質を維持できるよう、「月額払い」にすること。
6 グループホーム等の利用者の豊かな地域生活を保障できるよう、グループホーム等の報酬単価と関係なく、利用者にとって必要なサービスが必要なだけ利用できるようにすること。たとえば、個別のホームヘルパー・移動支援・コミュニケーション支援（障害にあったコンタクトパーソン制の導入を含め、手話・口述筆記・失語症会話パートナー・重度障害者のコンタクトパーソン等の充実を図ること）等の利用をＧＨ・ＣＨの支援に基本的に位置づけ、入居者一人ひとりの見守りや介護等の個別のニーズを保障すること。あわせて、訪問看護等の医療的ケアの支援が受けられるよう、対応枠の拡大を図るとともに、入院時等の介護支援について、ホームヘルパー等の利用を位置づけること。
7 グループホームや福祉ホーム等の入居体験（グループホームや福祉ホーム等の生活を一時的に体験する）や入居を前提とした取り組み（日中・夜間の日帰りプログラムや宿泊プログラム等）や生活づくりのための取り組みのための事業及び、移行支援コーディネーターの配置（家族への支援も含む）を可能とする加算措置等の仕組みづくりをすすめること。

【緊急要望５】居宅介護事業の円滑な実施のための報酬見直しに当たって、以下の諸点の配慮を行なうこと。

1 基本的な、ホームヘルパー資格者の基本的な賃金水準の引き上げが可能な報酬等の見直しを行なうこと。

2 重度障害者包括支援・重度訪問介護・行動援護等の実施基準の見直しとともに、その専門的支援に見合った報酬の見直しを行い、事業展開の促進を図ること。

3 移動支援・コミュニケーション支援を個別給付化し、抜本的な報酬の変更を行なうこと。

【緊急要望６】その他、相談支援等にあたって、以下のような報酬の想定を行ない、報酬の抜本的改定を行なうこと。

1 サービス利用計画作成費の報酬を見直し、支給対象を拡大すること。

2 障害者の権利保障の確立のため、成年後見等の支援を円滑化に向け、後見人経費の負担を公的に行うことの実体化をすすめること。（地域生活支援事業の枠組みで、公的補助が可能となっているが、まだその実施自治体は限られている。）また、単身生活移行等に当たって、公的保証人制度等を早急に確立すること。

3 地域生活支援事業に関する適正な財源を保障し、地域間格差の是正を行なうこと。

　以上、緊急対策も含め、何よりも障害者・家族の実態を緊急に把握し、実態に合った対象者像を明確にしていく中で、個々の障害にあった真の「自立制度」への転換を強く要望するものである。
